
浦安市私立保育所等保育士等宿舎借上げ支援事業費補助金交付要綱の一部を

改正する告示を次のように定める。

令和４年３月２９日

浦安市長 内 田 悦 嗣



浦安市告示第20号

浦安市私立保育所等保育士等宿舎借上げ支援事業費補助金交付要

綱の一部を改正する告示

浦安市私立保育所等保育士等宿舎借上げ支援事業費補助金交付要綱（平成28

年告示第101号）の一部を次のように改正する。

附則第２項の見出し中「令和２年度」を「令和３年度」に改め、同項中「令

和元年度」の次に「から引き続き令和２年度」を加え、「令和２年度」を「令

和３年度」に改める。

附 則

この告示は、公示の日から施行し、改正後の浦安市私立保育所等保育士等宿

舎借上げ支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和３年４月１日から適用する。


